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 本審議会は、市長、副市長及び教育長の給料並びに議会の議員の議員

報酬（以下「特別職報酬等」という。）の額について、その職責を踏ま

え、他の地方公共団体の特別職報酬等の額との均衡、一般職の職員の給

料改定の状況、社会経済情勢を考慮して、公平、中立的な立場から、慎

重に審議を重ねてきた。 

 

１. 市長、副市長及び教育長の給料 

（１）現状 

市長、副市長及び教育長の給料の額については、「舞鶴市の市長及

び副市長の給与に関する条例」及び「舞鶴市教育長の給与等に関する

条例」に規定されている。 

市長、副市長の給料の額は、平成８年４月３０日付けの答申に基づ

き、同年６月に、市長１０２万円、副市長８４万円に改定され、その

後、諮問が行われないまま、現在に至っている。 

この間、条例の附則において、給料の額は、平成１４年１０月から、

市長９６万９千円、副市長７９万８千円（何れも５％減）、平成１６

年４月から、市長９１万８千円、副市長７５万６千円（何れも１０％

減）と自主的な減額措置が行われている。 

教育長の給料の額についても、これに準じた改定が行われ、現在に

至っている。 

 （２）審議内容  

京都府知事の給料の額は、平成８年３月１日付けの京都府特別職報

酬等審議会の答申に基づき、同月に、１３９万円に改定された。 

さらに、平成１７年１１月２４日付けの答申に基づき、平成１８年

４月に、１２９万２千円（７％減）に改定され、現在に至っている。 

本市と人口が類似する京都府内の地方公共団体（福知山市、亀岡市、

城陽市、長岡京市）の市長の給料の平均額は、９４万９千円である。 
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一般職の職員の給料は、国家公務員の給料改定（人事院勧告）に 

  準じた改定が行われており、平成２８年度は、平成８年度と比較し、 

  横ばいの状況にある。 

市長の給料の額は、その職責を踏まえ、京都府知事の給料改定の 

  状況、人口が類似する京都府内の地方公共団体の市長の給料額との 

均衡、一般職の職員の給料改定の状況、社会経済情勢を考慮して、 

総合的に検討した結果、別表の通り、改定することが適当であると 

の結論に達した。 

   副市長及び教育長の給料の額についても、別表の通り、これに準 

じた改定を行うことが適当である。 

 

２. 議会の議員の議員報酬 

 （１）現状 

議会の議員の議員報酬の額については、「舞鶴市議会議員の議員報 

酬及び費用弁償等に関する条例」に規定されている。 

議会の議員の議員報酬の額は、平成８年４月３０日付けの答申に 

基づき、同年６月に、議員４４万円、副議長４８万円、議長５７万 

円に改定され、その後、諮問が行われないまま、現在に至っている。 

（２）審議内容 

京都府議会の議員の議員報酬の額は、平成８年３月１日付けの京 

都府特別職報酬等審議会の答申に基づき、同月に、議員（議長及び 

副議長を除く。）は９６万円に改定され、現在に至っている。 

本市と人口が類似する京都府内の地方公共団体（福知山市、亀岡 

市、城陽市、長岡京市）の議会の議員の議員報酬の平均額は、議員 

（議長及び副議長を除く。）は４３万６，２５０円である。 

一般職の職員の給料は、国家公務員の給料改定（人事院勧告）に 

準じた改定が行われており、平成２８年度は、平成８年度と比較し、 
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横ばいの状況にある。 

議会の議員（議長及び副議長を除く。）の議員報酬の額は、その 

職責を踏まえ、京都府議会の議員の議員報酬改定の状況、人口が類 

似する京都府内の地方公共団体の議会の議員の議員報酬額との均衡、 

一般職の職員の給料改定の状況、社会経済情勢を考慮して、総合的 

に検討した結果、別表の通り、現行額が適当であるとの結論に達し 

た。 

   議長及び副議長の議員報酬の額についても、別表の通り、これに 

準じて取り扱うことが適当である。 

 

３. 改定の実施時期 

平成３０年４月１日から改定することが適当である。 

 

４. 自主的な減額措置 

 特別職報酬等の額（答申額）については、本審議会において、そ  

の職責を踏まえ、他の地方公共団体の特別職報酬等の額との均衡、 

一般職の職員の給料改定の状況、社会経済情勢を考慮して、公平、 

中立的な立場から、慎重に審議したものである。 

財政状況等から行われてきた市長、副市長の給料の自主的な減額 

措置については、その姿勢は理解できるものの、本審議会の答申を  

踏まえ、今後は、慎重に取り扱われたい。 

 

５. 定期的な審議会の開催 

   本審議会は、平成８年以来、２１年ぶりに開催されたが、長きに

わたり諮問されなかったことは、誠に遺憾である。 

特別職報酬等の額については、数年（概ね５年）ごとに、本審議 

会を開催し、公平、中立的な立場から、適切な額であるかを審議さ 

れたい。 
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別表 

 

 

特別職報酬等の額の答申 

 

              （単位：千円） 

 現行額 答申額 

市 長 １，０２０ ９４９ 

副市長 ８４０ ７８１ 

教育長 ７４０ ６８８ 

議 長 ５７０ ５７０ 

副議長 ４８０ ４８０ 

議 員 ４４０ ４４０ 
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